
○
決
算
委
員
会

決
算
そ
の
他
（
六
件
）

備
考
欄
記
載
事
項
は
本
院
に
つ
い
て
の
も
の

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

昭
和
六
十
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
六

十
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
六
十
年
度

国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
六
十
年

度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

六
一
、
一
二
、
二
九

（
第
百
八
回
国
会
）

六
二
、
七
、
二
九

六
三
、
五
、
二
七

議
　
　
決

第
百
十

二
回
国

会
閉
会

後

六
三
、
七
、
一
九

議
　
　
決

六
三
、
七
、
一
九

六
三
、
一
一
、
八

議
　
　
決

六
三
、
一
一
、
一
八

議
　
　
決

百
八
回
国
会

未
　
　
　
　
　
　
　
了

百
九
回
国
会

大
蔵
大
臣
報
告

継
　
　
　
　
　
　
　
続

百
十
回
国
会

百
十
一
回
国
会

百
十
二
回
国
会

継
　
　
　
　
　
　
　
続

昭
和
六
十
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算

書

六
二
、
一
、
三
〇

（
第
百
八
回
国
会
）

七
、
六

五
、
二
七

議
　
　
決

第
百
十

二
回
国

会
閉
会

後

七
、
一
九

議
　
　
決

七
、
一
九

一
一
、
八

議
　
　
決

一
一
、
一
八

議
　
　
決

百
八
回
国
会

未
　
　
　
　
　
　
了

百
九
回
国
会

百
十
回
国
会

百
十
一
回
国
会

百
十
二
回
国
会

継
　
　
　
　
　
　
続

昭
和
六
十
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書

一
、
三
〇

（
第
百
八
回
国
会
）

七
、
六

五
、
二
七

議
　
　
決

第
百
十

二
回
国

会
閉
会

後

七
、
一
九

議
　
　
決

七
、
一
九

一
一
、
八

議
　
　
決

一
一
、
一
八

議
　
　
決

昭
和
六
十
一
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和

六
十
一
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
六
十

一
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和

六
十
一
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

一
二
、
二
八

（
第
百
十
二
回
国
会
）

六
三
、
五
、
一
八

七
、
一
九

百
十
二
回
国
会

大
蔵
大
臣
報
告

継
　
　
　
　
　
　
　
続



昭
和
六
十
一
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計

算
書

六
三
、
一
、
二
九

（
第
百
十
二
回
国
会
）

一
、
二
九

七
、
一
九

百
十
二
回
国
会

継
　
　
　
　
　
　
続

昭
和
六
十
一
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書

一
、
二
九

（
第
百
十
二
回
国
会
）

一
、
二
九

七
、
一
九

昭
和
六
十
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
六
十
年
度
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
六
十
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、

昭
和
六
十
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書
（
第
百
八
回
国
会
提
出
）

昭
和
六
十
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
百
八
回
国

会
提
出
）

昭
和
六
十
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
百
八
回
国
会

提
出
）

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
昭
和
六
十
年
度
決
算
外
二
件
に
つ

き
ま
し
て
、
決
算
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い

て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昭
和
六
十
年
度
決
算
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
二
十
九
日
国
会

に
提
出
さ
れ
、
同
六
十
二
年
七
月
二
十
九
日
当
委
員
会
に
付
託
と
な

り
、
ま
た
国
有
財
産
関
係
二
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
六
十
二
年
一

月
三
十
日
国
会
に
提
出
さ
れ
、
同
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
委
員
会
で
は
、
昭
和
六
十
年
度
決
算
外
二
件
の
審
査
に
当
た
り

ま
し
て
は
、
国
会
の
議
決
し
た
予
算
が
法
規
に
基
づ
き
厳
正
か
つ
効

率
的
に
執
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
し
、
あ
わ
せ
て
政
府

の
施
策
全
般
に
つ
い
て
広
く
国
民
的
視
野
か
ら
実
績
批
判
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
将
来
の
予
算
策
定
及
び
そ
の
執
行
に
反
映
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
と
の
観
点
に
立
っ
て
審
査
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　
閉
会
中
審
査
を
含
む
十
八
回
に
わ
た
る
委
員
会
審
査
に
お
き
ま
し

て
は
、
後
に
述
べ
ま
す
よ
う
な
内
閣
に
対
す
る
警
告
に
か
か
わ
る
質

疑
の
ほ
か
、
会
計
検
査
院
法
改
正
、
財
政
再
建
、
税
制
改
革
、
外
交
、



防
衛
、
海
外
援
助
に
関
す
る
問
題
を
初
め
、
円
高
対
策
、
貿
易
、
雇

用
、
公
共
事
業
、
公
害
・
環
境
に
関
す
る
諸
問
題
な
ど
行
財
政
全
般

に
つ
き
ま
し
て
熱
心
な
論
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
詳
細

は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
昭
和
六
十
三
年
五
月
二
十
七
日
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま

し
た
。

　
議
決
案
の
第
一
は
本
件
決
算
の
是
認
、
第
二
は
内
閣
に
対
す
る
三

項
目
の
警
告
で
あ
り
ま
す
。

　
討
論
で
は
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
を
代
表
し
て
菅
野
理
事
、

公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
片
上
委
員
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
佐
藤
委
員
、
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
関
委
員
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
本
件
決
算
は
是
認
で
き
な
い
が
、
内
閣
に
対
す
る
警
告
案

に
つ
い
て
は
賛
成
で
あ
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
自
由
民
主
党
を

代
表
し
て
大
島
理
事
か
ら
、
本
件
決
算
を
是
認
す
る
と
と
も
に
、
内

閣
に
対
す
る
警
告
案
に
つ
い
て
も
賛
成
で
あ
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
議
決
案
を
採
決
の
結
果
、
本
件
決
算
は
多
数
を

も
っ
て
是
認
す
べ
き
も
の
と
議
決
さ
れ
、
次
い
で
内
閣
に
対
す
る
警

告
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
警
告
す
べ
き
も
の
と

議
決
さ
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
六
十
年
度
決
算
に
か
か
わ
る
内
閣
に
対
す
る
警
告
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

（
1
）
　
総
理
府
の
元
職
員
が
、
在
職
中
、
政
府
広
報
の
発
注
に
関
連
し

　
て
、
長
年
に
わ
た
り
、
発
注
業
者
か
ら
、
多
額
の
賄
賂
を
収
受
し

　
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
ま
た
、
日
本
道
路
公
団
の
理
事
及
び
畜
産

　
振
興
事
業
団
の
部
長
、
あ
る
い
は
地
方
公
共
団
体
の
長
を
は
じ
め

　
と
し
た
幹
部
職
員
が
、
汚
職
事
件
で
相
次
い
で
逮
捕
さ
れ
た
こ
と

　
は
、
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
揺
る
が
せ
る
も
の
で
あ
り
、

　
厳
し
く
指
弾
・
追
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
政
府
は
、
国
民
に
直
接
施
策
等
を
伝
え
る
政
府
広
報
の
使
命
に

　
か
ん
が
み
、
綱
紀
粛
正
を
厳
格
に
行
い
、
ま
た
、
特
殊
法
人
、
地

　
方
公
共
団
体
に
対
し
て
も
、
そ
の
再
発
防
止
に
万
全
を
期
す
る
よ

　
う
指
導
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
2
）
　
近
年
、
情
報
化
・
国
際
化
時
代
を
背
景
と
す
る
事
務
所
需
要
の

　
著
し
い
増
大
な
ど
を
起
因
と
し
て
、
主
に
首
都
圏
に
お
い
て
地
価

　
の
急
激
、
か
つ
、
異
常
な
高
騰
が
見
ら
れ
、
こ
の
た
め
サ
ラ
リ
ー

　
マ
ン
が
住
宅
を
求
め
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
り
、
あ
る
い

　
は
中
小
企
業
経
営
の
存
続
に
支
障
を
き
た
す
な
ど
、
国
民
生
活
に

　
重
大
な
脅
威
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

　
　
政
府
は
、
土
地
税
制
の
見
直
し
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く



　
監
視
区
域
指
定
へ
の
迅
速
な
対
応
、
金
融
機
関
に
対
す
る
土
地
関

　
連
融
資
の
適
正
化
の
指
導
、
現
に
地
価
が
異
常
に
高
騰
し
つ
つ
あ

　
る
地
域
内
の
国
公
有
地
の
公
用
、
公
共
用
等
以
外
へ
の
売
却
の
一

　
定
期
間
停
止
、
不
動
産
業
者
へ
の
適
切
な
指
導
等
を
強
力
に
推
進

　
し
、
さ
ら
に
、
宅
地
の
大
幅
な
供
給
に
努
め
る
と
と
も
に
、
市
街

　
化
区
域
内
農
地
に
対
す
る
課
税
及
び
土
地
に
関
す
る
権
利
の
あ
り

　
方
、
首
都
機
能
移
転
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
全
力
を
あ
げ

　
て
地
価
の
引
き
下
げ
に
実
効
あ
る
対
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

（
3
）
　
決
算
審
査
に
対
す
る
政
府
の
協
力
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十

　
分
で
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
都
度
本
院
で
警
告
を
し
て
き
た
に
も

　
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
改
善
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
遺
憾
で

　
あ
る
。

　
　
政
府
は
、
決
算
審
査
の
重
要
性
を
一
層
認
識
し
、
質
疑
、
資
料

　
の
要
求
等
に
つ
い
て
は
誠
意
あ
る
対
応
を
し
、
審
査
に
支
障
を
生

　
じ
な
い
よ
う
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
、
国
有
財
産
関
係
二
件
に
つ
い
て
は
、
採
決
の
結
果
、
い
ず

れ
も
多
数
を
も
っ
て
異
議
が
な
い
と
議
決
さ
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




